
２０２６年度
事業計画ならびに予算のお知らせ

東京都情報サービス産業健康保険組合から事業主の皆様へ

２０２６年２月１２日に開催されました第１２３回組合会にて、

2026年度事業計画ならびに収入支出予算が承認されました。

2026年度 予算TOPIX

● 健康保険料率 8.9％→９．４％ へ改定 ※3月分保険料（4月納付分）より

● 介護保険料率 1.8％→１．７％ へ改定 ※3月分保険料（4月納付分）より

● 子ども・子育て支援金率 ０．２３％ が開始 ※４月分保険料（５月納付分）より

202６年２月発行
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2026年度より、健康保険料率・介護保険料率の改定をさせていただきます。
また、国の少子化、人口減少への対策の財源として、新たに子ども・子育て支援金制度が
４月より開始となるため、子ども・子育て支援金の納付が始まります。

健康保険料 改定の背景

加入事業所の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

超高齢社会の到来により現役世代が負担をする高齢者医療負担金は増加の一途と
なっています。（2026年度予算 総支出比 41.0％）

また、診療報酬の上昇、医療技術の高度化や高額薬剤の出現等により、医療費全体
も年々増加傾向。健保財政の構造的悪化が続いている状況です。

TJKでは、将来に渡り持続可能な運営のため、保険料率改定と事業再設計を行い、
医療費削減施策と加入員の皆さまの“健康”、“生活”、“安心”のための事業を推進し
てまいります。

２０３０ ＴＪＫ ５５ｔｈ 基本的方向性
“堅持”と“進取” － 守る創成原点、創る永続価値。 －



202６年度 収入支出予算の概要

調整保険料収入 ２４．６億円

◆高額な医療費の発生に備え、健康保険組合連合会（以下、健保

連）が行っている「交付金事業」の財源に充てる為、組合員の

皆さまに納めていただく保険料

施設利用料 ２０．９億円

◆直営施設の利用料収入、各健診の受診料

収入予算総額
1,824.２億円

その他 9.５億円

◆国庫からの事務費補助金など

保険料収入1,751．８億円

◆事業主と被保険者との折半で、給与および

賞与から納めていただくＴＪＫの主要財源。

医療費、高齢者医療への負担金、健診・メン

タルヘルス相談等にかかわる健康管理事

業、保養施設・運動施設等にかかわる健康

増進事業などの原資

財政調整事業交付金 １７．４億円

◆ＴＪＫで高額な医療費が発生した場合に財政調整事業拠出金

を財源として健保連から助成される交付金

基礎数値 （ ）内は202５年度決算見込対比

被保険者数
（本人）

3２２,５00人
（＋６,０00人）

被扶養者数
（家族）

137,200人
（-８００人）

平均標準
報酬月額

411,600円
（＋８,１00円）

平均賞与額
（年間）

9９５,000円
（＋1５,０00円）

事業所数 1,6２０社（＋９社） 保険料率 ９．４％（＋０．５㌽）
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社会保障を取り巻く客観情勢

3月分保険料（4月納付）より

介
護
保
険
制
度

 ４０歳以上の方が保険料を負担し、要介護状態のときに費用

の１～３割を自己負担することで介護サービスを受けられる

制度です。

 ４０歳以上６５歳未満の加入員は「介護保険第２号被保険者」

となり、健康保険料と共に介護保険料を納めていただくこと

になります（被扶養者の負担はなし）。

３月分保険料（４月納付）より 介護保険料率が１．７％へ改定となります。

基礎
数値

介護保険被保険者数
（４０～６４歳の加入員）

173,173人

介護保険料納付者数
（４０～６４歳の被保険者）

141,183人

収入 介護保険料収入ほか １７２．９億円

支出 介護納付金ほか 17２．９億円

医療保険者（TJK）は、市区町村が運営する介護保険の
徴収の代行機関となります。

 一生涯のうち、７０歳以上の医療費が半分を占める。
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３０～３４歳

４０～４４歳

５０～５４歳

６０～６４歳

７０～７４歳

８０～８４歳

９０～９４歳

１００歳以上

生涯医療費
・男性2,700万円
・女性2,800万円

２０２５年問題 ２０４０年問題

 “団塊世代（約６００万人）”全

員が後期高齢者（７５歳以上）

に到達。

 医療、年金、介護等の社会保

障総量が増大、その財源、供

給体制が国家的課題。

 “団塊世代ジュニア”が高齢者

（６５歳以上）、高齢者総数は３，

９２８万人と最大値。

 “人生１００年時代”と言われ

るなか、“団塊世代”が９０歳

以上に到達。

３，９２８万人

６，２１３万人

１．０人

１．６人

１．０人

２．０人

３，６５３万人

７，４１０万人
＝ ＝

生産年齢人口（15～64歳）

高齢者人口（65歳以上）

高齢者1名を支える人数は？ ＝

◆健康保険組合連合会（健保連）提言 『“プラス５歳”の社会』

前期高齢者６５歳以上→７０歳以上
後期高齢者７５歳以上→８０歳以上

支え手を2.2人に。

 Ｇ７のなかで、日本は最も長い健康寿命、平均寿命。

63.9歳

68.6歳
70.6歳 69.8歳 68.9歳 70.1歳

73.4歳
76.4歳

80.1歳
82.2歳 81.6歳 80.5歳 81.9歳 84.5歳

アメリカ イギリス イタリア カナダ ドイツ フランス 日本

健康寿命 平均寿命



※1経常収支差引は、調整保険料等交付金事業関連、繰越金、繰入金、
営繕費や予備費など突発的に発生する収支科目を除いた収支。

支出予算総額
1,824.２億円

健康管理／健康増進の費用 １３７．9億円
・健診、メンタルヘルス等 ８４．２億円

・保養施設、運動施設等 ４９．９億円

・保健に関する周知・広報、健康教育 ３．７億円

◆健診やメンタルヘルス、保養施設の運営やフィットネス施設

の利用契約など、スケールメリットを活かした付加価値の

高いサービス事業のための予算

財政調整事業拠出金 ２４．６億円
◆政令で定められた「交付金事業」の財源に充てるため、組合員の

皆さまに納めていただいた調整保険料を健保連に拠出

事務費 16.8億円
◆事務運営費で人件費、業務委託費用およびシステム運営費用等

予備費 1５.0億円
◆不測の事態に備えて計上する予算

営繕費・その他 １8.0億円
◆直営施設の修繕費用等

収入の約半分を占める高齢者医療への負担金は今後も増加の一途となります。2026年度は健康
保険料率改定と事業の再編成を行います。

保険給付費 ８６４．５億円

◆健保組合事業の根幹である医療

費および出産時などの現金給付

を行うための予算

経常収入 1,７８２.１億円

経常支出 1,７６7.9億円

経常収支差引（※1） １４.2億円

高齢者医療への負担金
７４７．４億円
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国へ拠出

事業運営に活用

①前期高齢者納付金 ３２６．９億円
65～74歳の前期高齢者医療に対する納付金

②後期高齢者支援金 ４２０．５億円

75歳以上の後期高齢者医療に対する支援金

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度

 少子化、人口減少への対策として、新たな施策拡充のための財源として

2026年度から２０２８年度にかけて段階的に上昇するとされています。

※2028年度にかけて0.4％程度に上がることが想定されています。

 全世代・全経済主体が医療保険料と合わせて支援金を納めていただくこ

とになります。

 ２０２６年度の支援金率は国から０．２３％（労使折半）で示されています。

４月分保険料（５月納付）より 子ども・子育て支援金率０．２３％をあらたに納めることになります。

収入 子ども・子育て支援金収入ほか ４３．６億円

支出 子ども・子育て納付金ほか ４３．６億円

健康保険料率が９．４％へ改定となります。

 ２００８年度の高齢者医療制度改正以降、超高齢社会の到来

により現役世代の高齢者医療負担金は増加の一途となって

います。

ＴＪＫの財政

医療保険者（TJK）は、徴収の代行機関となります。

世界に類を見ない超高齢国家、社会保障の需給バランスは年々上昇、２０２４年度からの
準備金繰入（２か年６６億円）、持続可能な事業運営のため、料率改定が不可避な状況です。

２００７年度 ２１９．３億円 （総支出比３５．０％）
↓

２０26年度 ７47．4億円 （総支出比41.0％）

 医療技術の高度化、高額薬剤の出現等もあり、医療費全体

も年々増加傾向。

 現行の保険料率８．９％は２０１２年度から１４年間継続。

 ２０２４年度から準備金を２年間で約６６億円取り崩し。

（２００８～０９年１３５．３億円以来）

将来に渡り持続可能な運営のため、保険料率改定と事業再設計を行います。

 健康保険料率については、3月分保険料（4月納付）から９．４％へ改定いたします。

 医療費削減施策（ジェネリック医薬品推進、ＯＴＣ医薬品への補助、内容審査等）を引き続き推進いたします。

 加入員の皆さまの“健康”“生活”“安心”のための事業を発展させていきます。

一方で、より広く、より多くの方に事業を利用いただくため、受益者負担を見直します。
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202６年度 適用関係状況—被保険者数・標準報酬—

［被保険者数・被扶養者数の推移］

■被保険者数

 デジタルシフトの加速、ＩＣＴ需要の高まりを背景

に各企業の採用意欲は旺盛であるものの、売り

手市場からなる厳しい雇用情勢は継続。

 ＡＩ出現による戦力の変容など、人的リソースの

転換期の様相、さらにＭ＆Ａや企業再編等によ

る事業所の流動性は活性化傾向。

 被保険者数は微増の３２２，５００人 （ 前年対比

６，０００人増 ） を見込む。

■標準報酬

 人材確保、処遇改善、物価高騰等による賃金上

昇は継続傾向。

 報酬月額は４１１，６００円、年間賞与９９５，０００

円、総報酬５９３．４万円（前年対比１１．２万円）を

見込む。

［標準報酬月額・年間賞与の推移］

厳しい雇用情勢、Ｍ＆Ａ（企業の脱退）等の加
速を背景に、被保険者数は微増に留まる。

Basic

289,033人 300,279人 310,225人 316,500人 322,500人

140,346人 140,669人 139,847人 138,000人 137,200人

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度見込み 2026年度予算

被保険者 被扶養者

543.7万円

552.7万円

565.5万円
582.2万円

593.4万円

■報酬月額 ■年間賞与 —―総報酬

■ 段階的な任意継続被保険者の保険料の上限改定を予定しています。

激変緩和のため、2段階で改定をいたします。

2027年度

202６年度 高齢者医療への負担金

■前期高齢者
納付金
※６５～７４歳の
方の医療費への
調整金

６５～７４歳加入者が全国平準的に加入

（平均１３．８５％）しているとみなし、その

過不足率によって調整

ＴＪＫは前期高齢者の加入率が２．０１％と

低いため、約７倍の調整医療費を納付

■後期高齢者
支援金
※７５歳以上の方
医療への支援金

 ７５歳以上の医療費のうち、一部負担金

（１～３割）を除く額を、公費（５割）と現

役世代（４割）にて負担

 現役世代の負担分のうち、被用者（サラ

リーマン）分は報酬割にて按分

 日本は世界で最も高齢化が進む国で、65歳以上の割合が

高く、今後も高齢者比率は増加の見通し。

 特に75歳以上の後期高齢者の人口の増加により、医療保

険制度運営の中心課題に。

 高齢者医療費の全体的な増大傾向により、公的医療保険

には過重な負担がかかっている状況。

 2024年度決算見込みでは、約47.9％の健康保険組合

が赤字経営となっている。

 “超高齢少子社会”と“人口減少”、社会保障制度の持続性

等、日本が抱える大きな課題。

高齢者医療制度を取り巻く客観情勢

376,408円 383,465円 392,082円 403,500円 411,600円

919,700円 925,393円 950,221円 980,000円 995,000円

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度見込み 2026年度予算

当該被保険者の退職時の報酬月額

（上限報酬月額８３万円）

当該被保険者の退職時の報酬月額

（上限最高１３９万円）

※改定前に任意継続被保険者となった方は、上限改定
の対象外（保険料変更なし）です。

 任意継続被保険者制度

・２ か月以上加入した被保険者が退職後、最長２年間、継続可能な制度。

 健康保険料

・退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額。

（労使折半がないため全額自己負担）

・但し、標準報酬月額の上限は前年度の組合平均月額。

（２０２６年度：上限４１万円）

 ２０２２年健康保険法の改定

・標準報酬月額を「組合平均月額」から「退職時月額（最高１３９万円）」の

範囲で選択可能に。

任意継続被保険者制度は、大正15年の健康保険法施行時から
存在する仕組みであり、失業や転職に伴い健康保険から外れるこ
とによる無保険等防ぐために、『今まで入っていた保険をしばらく

続けられる仕組み』として、制定されました。
現在の健保財政においては、収支が均衡していない状況が続いて

います。

①2027年度～

②2030年度～



保険給付費
８６４．５億円
総支出比47.4％
＠268,048円

2008年度から新制度に移行

2007年度

2020年度

202１年度

202２年度

202４年度

202３年度

747.4 億円

703.9 億円

716.6 億円

650.7 億円

551.5 億円

576.5 億円

526.2 億円

219.3 億円

202５年度

202６年度

Basic２０２６年度 保険給付事業 — 医療費—

保険給付費 予算の内訳

■医療費

 諸物価高騰、人件費上昇に直面する医療経営、

その解消の診療報酬改定、本体３．０9％増、薬

価等0.87％減、全体では１２年振りの大幅プラ

ス改定（２．２２％）。

 コロナ禍以降の特徴である軽症呼吸器疾患の受

診者増加（外来医療、院外処方）。

 医療技術の高度化、高額薬剤の出現、さらに必

要医療の自然増等も含め、１人当たり医療費伸

び率５．46％増の予算編成。

１人当たり医療費5.46％増

医科医療費（入院・外来）

4５１.１億円 （52.2％）

調剤支給

1５５.２億円（18.0％）

歯科医療費

８５．0 億円（9.8％）

高齢者・その他医療

14.５億円（1.7％）

傷病手当金

９０.8億円（10.5％）

出産諸費

3３.8億円（3.9％）

付加給付

２４.９億円（2.9％）

高額療養費・その他

９．２億円（1.0％）

保険給付費（総額） ８６４.５億円
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 埋葬料（費）

・被保険者または被扶養者が業務外の事由で死亡した

際に支給。

 支給額
付加給付について

2026年４月1日死亡分より、一律5万円に改定します。

202６年度事業再構築 ― 埋葬料付加金の改定

＋法定給付
5万円

＜埋葬料（費）付加金＞ ※2026年3月31日死亡分まで

●被保険者が死亡した場合

・死亡時の標準報酬月額相当（上限36万円）

・または、生計維持関係のない方が埋葬費として請求する場合、

上記範囲内で埋葬に要した費用から埋葬料5万円を除いた額

を支給

●被扶養者が死亡した場合／5万円

 OTC医薬品
・処方箋がなくても、ドラッグストアなどで購入

可能な医薬品

 OTC類似薬

・「ＯＴＣ医薬品（一般用医薬品）」と有効成分、効
能効果が同等でありながら、医師の処方箋が
必要（保険診療）な医療用医薬品

医療費削減事業 ― OTC医薬品への補助を実施します。

OTC類似薬からOTC医薬品購入（切替）による医療費削

減を目的とし、OTC医薬品購入への補助を実施します。

※健康ポータルサイト Pep Upからの購入商品に対する

補助。

TJK独自の
付加給付

Ｐｉｃｋ Ｕｐ

診療報酬改定※によりＴＪＫの支出 １５．２億円増

※医療機関が提供する診療行為や医薬品の公定価格を２年ごとに見直す制度

生活習慣・社会環境の変化に伴い、がん・生活習慣病に対す
る医療費が増加傾向に。健康診断による早期発見が重要。

－ 負担額と負担割合の推移

高齢者負担金総額7４７.４億円

 保険料率改定の根本要因である

過重な高齢者負担金。

 保険料収入４割超の支出、２年前

の負担軽減額、特別負担軽減額

がほぼ同等となり、総額７４７．４

億円（前年比４３．５億円増）。

 ２０４０年に向けて膨張の一途が

見込まれる。

ＴＪＫが負担する高齢者医療負担金

［高齢者負担金の推移］

保険給付費
３０２．０億円

総支出比４８．３％
＠１６２，８６９円

高齢者負担金
２１９．３億円

総支出比３５．０％
＠１１８，２５２円

健康管理４０．２億円
総支出比６．４％
＠２１，６６８円

健康増進２８．８億円
総支出比４．６％
＠１５，５４８円

２００７年

２０２６年

２００８年

高齢者医療制度
改正

高齢者負担金
７４７．４億円
総支出比41.0％
＠231,749円

健康管理８４．２億円
総支出比4.6％
＠26,123円

健康増進４９．９億円
総支出比２.7％
＠15,474円



202６年度 健康管理事業 —治療から予防へ—

◎ ＩＣＴ業界の最大資産となる“ヒト”の健康。治療から予防、早期発見、重症化防止

社員の方だけでなく家族の方も受診しやすいよう、年齢、性別に応じた健診を展開

A健診
（基本健診）

B健診
（生活習慣病予防健診）

C健診
（人間ドック）

D健診
（特定健診）

E健診
（女性生活習慣病予防健診）

F健診
（巡回レディース健診）

本 人 全年齢

３５歳以上
３５歳・４０歳

以上

－ －

全年齢 女性のみ/３５歳以上家 族 －

Priority

-６-

健診コース

 パートナー契約健診機関の拡充

既存の契約健診機関から、ファシリティや健診機器が相応かつＴＪＫの受診者が多い健診機関について

『パートナー契約健診機関』として拡充していきます。

★パートナー健診機関受診のメリット

ＴＪＫ加入員の予約優先枠、紹介状や２次検査の無償化等。

 ＴＪＫ直営健診センターの品質拡大

第３直営健診センターの開設に向けた調査・準備。

・受診奨励事業

東中野／月に１度、Ｌａｄｙ’ｓDayを実施

①初回家族受診／②夫婦円満🉐受診へＱＵＯカード

１，０００円贈呈 ※②は閑散期４～６月限定

・コラボＤＭ（各社の事業主等と連名の健診奨励ＤＭ）

・家族受診奨励に特化したコンテンツリリース

※コラボＤＭ協賛７１８社／１，６１１社中

健康診断の受診奨励事業 メンタルヘルス対策

事業主コラボＤＭの送付

直営健診センターの充実と向上

健康ポータルサイト・ＳＮＳ

・健康ポータルサイトＰｅｐ Ｕｐ、ＬＩＮＥなどを活用したＰｕｓｈ

通知

受診動機付（ヘルスケアポイント付与）

健診受診、健診結果改善、体重測定、日々
の記録、ウォーキングチャレンジなどへの
ヘルスケアポイントの付与による動機付け

対象者の特性に応じた健診メニューの紹介や健診の必要性を訴求
することで受診勧奨に努めます。

「契約健診機関」受診申出窓口

・社員の居住地域近辺に契約健診機関がない、等の場合に、

契約希望の健診機関を申出いただくことで、契約の検討対

象となります。

ICT業界の経営課題であるメンタルヘルス疾患に対し、近年の傾
向等をふまえた予防事業を展開。

メンタルヘルス相談窓口

・ 「面接相談」「電話相談」「メール相談」で実施。

・ 子育てサポート相談窓口

→学校や幼稚園・保育園での集団生活への適応困難、

発達障害に伴う日常生活や学習のつまずき、思春期の諸

問題を中心にさまざまな相談に対応。

データヘルス計画

メンタルヘルスセミナー

・各階層に応じたセミナーを開催

＜対面型＞
・自分を守り、仲間を守る。その鍵は“コミュニケーション”
・自己を守り活かす「マインドフルネス」
・問題解決力を高める
・シニア向け研修 健康＆幸福学
＜オンライン＞
・５０人未満のストレスチェックの取り組み

NEW

健診・医療データの分析に基づく健康管理事業により、健
康寿命の延伸、生活習慣の改善による疾病リスク解消、将
来的な医療費の削減に努めます。

崖っぷち群への介入通知

・ 前回の健診結果が特定保健指導予備群の方へ、健診

前に通知を送ることで減量への動機づけを行い、特定保

健指導対象となることを回避。

オンライン特定保健指導の環境整備
（特定保健指導未実施 契約健診機関 受診者対象）

・ 契約健診機関の特定保健指導該当者への対応。

NEW

NEW

・要望の多い胃部内視鏡検査の検査枠の増設

・西新橋／内視鏡センター（仮称）の創設

・東中野／内視鏡室の増室

受診環境の品質確保・整備を推進

パートナー契約健診機関は
順次拡充予定です。

追加になった健診機関は
ホームページでご案内します。



“健康経営”の積極的な推進
─“健康経営”の初めの一歩、“健康企業宣言” ─

「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践

すること」です。

企業が従業員等の健康維持増進に取り組むことは、従業

員の活力向上、生産性の向上をもたらし、業績の向上や企

業イメージの向上にもつながります。TJKでは「健康経営」に

取り組んでいただくためのさまざまなサポートを実施して

います。

◎超高齢社会

◎生産年齢人口の減少

◎増加する医療費

『従業員とその家族の健康は企業の財産』

・モチベーションアップ
・欠勤率の低下
・業務効率の向上
・組織の活性化

生産性の向上 ブランディング リスクマネジメント負担軽減

・休業補償等の支払い
減少

・健康保険料の負担抑制

・企業ブランド価値の向上
・社内・社外へのイメージアップ
・人材確保、採用

・事故、不祥事の予防
・労災発生の予防
・安全配慮義務の履行

◎健診受診率が100％になった
◎従業員の健康意識が向上した
◎病気休暇が減った
◎プレゼンティーズムが減少した

経済産業省 「健康経営ガイドブック」より抜粋
健康企業宣言東京推進協議会アンケート結果より

健康経営は、社会的課題が

背景にあります。

健康経営とは

健康経営に取り組むメリット

健康経営の効果

ＴＪＫの健康優良企業認定事業所採用充足度

トップの

決意

担当者

決定

課題

抽出

計画

立案

社内外

周知

計画

実行

評価

検証

■ 『トップの決意』が健康経営の始まり。

２０２５年４月採用状況

区分 充足率

金・銀認定 ９１．１％

上記以外 ８３．０％

-７-

ＴＪＫは健康経営をサポートします！

• 健康経営の効果等、導入メリットの解
説、健康企業宣言の認定にむけたポイ
ントの解説セミナーの開催

• 認定に向けた提出資料のサポート
• 経産省健康経営優良企業認定申請に

必要な数値提供

• 各社の社員、家族等の医療情報
や健診結果等を時系列で分析、
検証

• 課題の抽出とこれからの
対応等を見える化した
レポート

• 活用セミナーの開催

• 保健師と健康経営エキスパート
アドバイザーの資格を有するＴＪ
Ｋスタッフが各社を訪問、当該個
社の実情に応じた対応等の相談
支援

アドバイザー
個別訪問支援

ウエルネスレポート
顕彰制度の認定に

向けたサポート

健康企業宣言

健康経営優良企業認定

健康経営の進行プロセス



202６年度 健康増進事業 —より広く、より多くの方に—

◎ 「病気にならない心身の健康づくり」を目指し、
「新しい事業スタイル」でみなさまの心身の健康づくりをサポートいたします。
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Value

直営保養施設（金谷城・白樺・箱根）

直営施設ならではの高品質・高満足度を追求し、魅力や
地域性を活かしたサービス・イベントを通じて満足度の更
なる向上を図ります。

■ 新任議員の紹介

202６年2月1２日にて新しく組合会議員の方３名が選出され、１名の方が
互選議員から互選理事に就任いたしました。

補助金形態の見直し

借上保養施設・補助金助成施設

より広く、より多くの方に価値を提供するため、年間・
週末・夏季借上保養施設を提供し、それ以外の地域も補
助金助成施設でカバーします。

契約施設の増設

 より多くの方にご利用いただけるよう、年間の契約部
屋数を増加させます。

新規契約施設

◆年間借上施設

・ラビスタ熱海テラス（2026年7月～）

・京都梅小路花伝抄

◆夏季借上施設

・亀の井ホテル筑波山／喜連川

・伊豆赤沢温泉ホテル

直営保養施設のサービス・イベント

◆サービス向上事業（一部）

・スペシャル料理提供

・敷地内設備の充実化

・ＴＪＫきょうだいガチャ

・ダイニングセルフオーダー

システム導入

◆イベント事業（一部）

・体験型イベント

・宿泊型イベント

・スポーツイベント

・季節イベント

・レジャー施設割引

借上保養施設
（年間・週末・夏季）

補助金助成
保養施設

 保養施設を『より広く、より多く』の方へ利用いただくため、

保養施設を利用したことがない方の当選確率が上がる優先月間を導入。

◆対象施設 直営・借上保養施設（年間・週末）

◆宿泊対象月 ①２０２６年９月～１０月宿泊分（抽選申込期間 7月～8月）
②２０２７年２月～ ３月宿泊分（抽選申込期間12月～1月）

◆対象者 過去５年の宿泊実績がない方

淡野 紳一

ドコモ・データコム株式会社

互選議員選定議員

髙𣘺 淳

一般社団法人情報サービス産業協会

互選議員

中村 裕

株式会社ＤＴＳ

◆互選議員から
互選理事へ変更

互選理事

椎名 千恵

株式会社アイヴィス

メンバー ファミリー ビジター シルバー 子ども

通常日 ７，７００円 ９，３５０円 ３，８５０円

繁忙日 ８，２５０円 ９，３５０円 １１，０００円 利用不可 ３，８５０円

利用料金
（メンバー）

対象施設

ＣａｔｅｇｏｒｙⅠ 12,100円 全12施設
兆楽、蓮月、花伝抄嵐山、ラビスタ観音崎、ふな
や、佐勘、他

ＣａｔｅｇｏｒｙⅡ 9,900円 全12施設
鬼怒川、雪の花、桂川、鳥羽、佳雲、加賀百万石、
両築別邸、他

ＣａｔｅｇｏｒｙⅢ 8,250円 全9施設
ルスツ、裏磐梯、白砂、うみんぴあ、ビーチタ
ワー沖縄、他

 継続する諸物価高騰により、利用料を変動費（食材、リネ

ン、水道光熱費）が上回る状況のため、直営保養施設の利用

料を見直し、全施設共通料金に改定します。

 各借上保養施設の契約金額をもとに、利用料金を3段階に
改定します。

保養施設を
初めて利用する方

へ朗報です

×

 補助金助成保養施設宿泊時の補助金額を

１泊5,000円（年度内2泊まで）

１泊１０，０００円（年度内１泊）に。

1泊のみの補助金申請の割合が高
いため、
1泊当たりの補助金額を上げて、
泊数制限を1泊に変更します。

借上直営

借上 補助金

直営

借上

受益者負担の見直し － 保養施設の利用料金改定
2026年6月1日(月）宿泊分～

より広く、より多くの方の利用のために― ビギナー優先月間の設定

＜新宿泊料金＞

※利用料金がルームチャージ形式の施設については、別途、料金改定を行います。


